
平成２７年度がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援事業費補助金交付要領 

 

（趣旨）  

第１条 熊本県におけるがん医療の質の向上を図るため、がん細胞の有無、がんの進

行度等について適切な検査及び診断を行うことができる専門の医療スタッフの養

成に取り組む熊本大学医学部附属病院に対し、予算の範囲内において補助金を交付

するものとする。 

２ この補助金の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和 56 年熊本県規則

第 34号。以下「規則」という。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要

項」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

（交付申請） 

第２条 要項第３条の交付申請書の提出期限は、別に定める。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記様式第１号によるものとする。 

３ 要項第３条第２項第２号の収支予算書は、当該事業についての予算措置状況を補

助事業者が押印して証明したものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第３条 熊本県補助金等交付規則第５条第１項第３号のその他知事が必要と認める

条件は、次のとおりとする。 

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならない。 

(2) 要項第１２条第１項の規定により補助事業完了後に消費税の申告により補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、速やかに知事に報告

しなければならない。 

 

（変更交付申請） 

第４条 要項第５条第２項の事業変更計画書は、別記様式第１号を準用する。 

 

（申請の取下げ） 

第５条 要項第６条の申請の取下げをすることのできる期限は、交付決定の通知を受

けた日から起算して５日を経過した日までとする。 

 

（実績報告） 

第６条 要項第９条第２項第１号の事業実績書は、別記様式第２号によるものとする。 

２ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、別に定めるものと

する。 

３ 要項第９条第３項の実績報告書の提出期限は、事業完了後３０日を経過した日又

は平成２８年３月３１日のいずれか早い日とする。 



 

   附 則 

この要領は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 



 

別記様式第１号 

 

平成２７年度がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援事業実施計画書 

 

                      事業者名：            

支出予定額                    円（左記金額の内訳は別紙） 

必要性及び

目的 

 

事業内容 

１ 病理専門医を目指す医師並びに細胞検査士を目指す検査技師の雇用 

 

２ １の職員に対する技能向上プログラムに基づく、職場での実務を通じて行う職員

の教育訓練による育成 

 

 



（別紙） 

平成２７年度がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援事業支出予定額内訳 

対象経費 支出予定額内訳 

報酬 

給料※ 

職員諸手当※ 

共済費※ 

会議費 

賃金 

報償費 

旅費 

需用費（図書購入

費、消耗品費、印

刷製本費） 

役務費（通信運搬

費、保守料、広告

料） 

委託料 

使用料及び賃借

料 

負担金 

 

 

※給料、職員諸手

当及び共済費に

ついては、１及び

２の事業に従事

する、医師、検査

技師に限る。 

 

対象経費合計                            円 



別記様式第２号 

 

平成２７年度がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援事業実施報告書 

 

                      事業者名：            

支出額                    円（左記金額の内訳は別紙） 

事業内容 

１ 病理専門医を目指す医師並びに細胞検査士を目指す検査技師の雇用 

 

２ １の職員に対する技能向上プログラムに基づく、職場での実務を通じて行う職員

の教育訓練による育成 

 

事業の効果 今後の課題 

  

 



（別紙） 

平成２７年度がん診療連携拠点病院等病理診断機能支援事業支出額内訳 

対象経費 支出額内訳 

報酬 

給料※ 

職員諸手当※ 

共済費※ 

会議費 

賃金 

報償費 

旅費 

需用費（図書購入

費、消耗品費、印

刷製本費） 

役務費（通信運搬

費、保守料、広告

料） 

委託料 

使用料及び賃借

料 

負担金 

 

 

※給料、職員諸手

当及び共済費に

ついては、１及び

２の事業に従事

する、医師、検査

技師に限る。 

 

対象経費合計                            円 
 


